
本L

国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センターに係る一般競争 (以下

「競争」という。)に 参加しようとする者は、次の事項を承知しておいて下さい。

1 契 約担当官等

分任支出負担行為担当官 国 立障害者リハビリテーションセンター

自立支援局 別 府重度障害者センター 庶 務課長 鬼  塚  剛  博

2 調 達内容

(1)件 名 ネ ットワーク機器及びパソコン保守業務

(2)本 件名の特質等 仕 様書による

(3)入 札方法

落札者の決定は、最低価格落札方式をもつて行うので、

① 入 札者は、本件名の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積為るものとする。

② 落 札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分 の5に 相当する

額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切 り捨て

るものとする。)を もつて落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であ

るか免税事業者であるかを問わず、見積もつた契約金額の105分 の 100に 相当する

金額を記載した入札書を提出しなければならない。

(6)入 札保証金及び契約保証金  免 除

3 競 争参加資格

(1)予 算決算及び会計令第 70条 及び第 71条 に規定される次の事項に該当する者は、競争に

参加する資格を有さない。

① 当 該契約を締結する能力を有しない者 (未成年者、被補佐人又は被補助人であつても、

契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)及 び破産者で復権を得ない者

② 以 下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があつた後2年 を経過していない者

(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)

(ア)公 正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るため

に連合した者

(イ)落 札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(ウ)監 督又は検査に実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

0 正 当な理由がなくて契約を履行しなかった者

の 前 各号のいずれかに該当する事実があった後2年 を経過しないものを、契約の履行

に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者



(2)次 の事項に該当する者は、競争に参加 させないことがある。

0 資 格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者

(イ)経 営の状況又は信用度が極度に悪化している者

(3)平 成 22・ 23・ 24年 度厚生労働省競争参加資格 (全省庁統一資格)に おいて、九州 ・沖

縄地区で、「役務の提供等」で 「B」、「C」 又は 「D」 の等級に格付けされている者であるこ

と。

4 入 札書の提出場所等

入札書は、本年度においては、電子入札システムの不具合により、機器の修理中であるため、紙

のみにより提出するものとする。

なお、入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない◇

(1)紙 により入本とを行 う場合

①入札書の受領期限

平成 23年 3月 23日 (水)15:00

②入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先

〒874-0904 大 分県別府市南荘園町 2組

国立障害者 リハビリテーションセンター 自 立支援局

別府重度障害者センター 庶 務課会計係 (0977-21-0181)

③入札書の提出方法

別紙の入札書にて、必ず封筒に入れて密封 し、その表に氏名 (法人の場合は名称または商

号)及 び 「3月 24日 開札 ネ ットワーク機器及びパソコン保守業務の入札書在中」と朱書

きのうえ、国立障害者 リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター庶務

課会計係まで提出すること。

(2)入 札の無効

① 本 入札説明書に示 した競争参加資格のない者、入札条件に違反 した者又は入札者に求めら

れる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。

(3)入 札の延期等

入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であつて、競争入札を公正に執行すること

ができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期 し、又はこれを取り止めること

がある。

(4)代 理人による入本と

① 代 理人が紙により入札する場合には、別紙による委任状を提出しなければならない。

② 入 札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねること

ができない。

5 開 札

(1)開 札の日時及び場所

平成 23年 3月 24日 (木)15:00

国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター大会議室

(2)紙 による入札の場合

① 開 札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立

ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行 う。



② 入 札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。

③ 入 札者又はその代理人は、閉札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ

競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しな

ければならない。

④ 入 札者又はその代理人は、分任支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認め

た場

合のほか、開札場を退場することができない。

(3)再 度入札の取扱い

開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格

の入札がないときは、再度の入札を行う。

6 そ の他

(1)契 約手続に使用する言語及び通貨  日 本語及び日本国通貨

(2)入 札者に要求される事項

この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証明す

る書類を平成 23年 3月 16日 (水)12時 までに提出しなければならない。

また、開札日の前日までの間において、分任支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を

求められた場合には、これに応じなければならない。

(3)落 札者の決定方法

最低価格落札方式とする。

① 本 入札説明書4(1)又 は (2)に 従い書類 ・資料を添付して入札書を提出した入札者で

あって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者

の入札価格が予算決算及び会計令第79条 の規定に基づいて作成された予定価格の制限の

範囲内であり、かつ、最低価格をもつて有効な入札を行った者を落札者とする。

② 落 札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を

決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、

入札執行事務に関係ない職員がこれに代わつてくじを引き落札者を決定するものとする。

③ 落 札者が決定したときは、入札者にその氏名 (法人の場合にはその名称)及 び金額を回頭

により通知するものとする。

(4)契 約書の作成

① 競 争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものと

する。

② 分 任支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約ほ

確定しないものとする。



入  札 圭
日

ネットワーク機器及びパソコン保守業務について上記のとお り入札いたします。

平成   年   月    日

分任支出負担行為担当官

国立障害者 リハビリテーションセンター

自立支援局別府重度障害者センター庶務課長  殿

¥

ロ
ロ

一ト

所

名

住

氏



任

今般都合により、ネットワーク機器及びパノコン保守業務の入札に関する一切の権限を下

記受任者に委託しましたので、連署をもつてお届けします。

平成  年   月    日

受 任 者 住 所

商号又は名称

氏 名

委 任 者 住 所

商号又は名称

氏 名

分任支出負担行為担当官

国立障害者 リハビリテーションセンター

自立支援局別府重度障害者センター庶務課長  殿

何
ロ

一卜

ロ
ロ

に
ト



紙 入 札 業 者 登 録 用 紙

資格審査登録番弓 10桁 の数字

企 業 名 税

企 業 郵 便 番 弓

企 業 住 F~h

代 表 者 氏 名

代 表 者 役 刷 (例)社長

部 署 名
ない場合空欄で
構いません

代 表 者 電 話 番 号

代 表 者 FAX香 嘱

連 絡 先 名 税 (例)営業部

連 絡 先 氏 名

連 絡 先 郵 便 番 弓

連 絡 先 住 所

連 絡 先 電 話 番 弓

連 絡 先 FAX番 弓

連絡先メールアドレヌ

※代表者と連絡先が同じ場合は、連絡先の欄は「同上」でかまいません



保 守 契 約 書 (案)

分任 支 出負 担 行 為 担 当官 国立障害者 リハ ビリテーシ ョンセンター 自立支援局

別府重度障害者センター庶務課長 鬼塚 岡J博 (以下 「甲」 とい う。 )と 、請負

者 ************(以 下 「乙」 とい う。 )と は、 下記 の業務 に

つ い て次 の条項 に よ り契約 を締 結 し、信 義 に従 って誠 実 に これ を履 行 す る

もの とす る。

1 件   名   ネ ッ トワー ク機器 及 びパ ソコン保 守業務

(保守 内容別 添 「仕様 書 」 の とお り)

2 契 約 期 間   自  平 成 23年  4月  1日

至  平 成 24年  3月 31日

3 履 行 場 所   大 分県別府市南荘園町 2組

国立障害者 リハ ビリテーシ ョンセンター

自立支援局 別 府重度障害者センター

4 契 約 金額   (総 額 )**********円

(うち消費税 額 等 **********円 )

(月額 )**********円

(月額 は消費税額 等 込 の金額 )

5 契 約保 証金   免   除 (下記 第 3条 但 書 の規 定 に よる。 )

(契約 の 目的)

第 2条  こ の契約 は 甲の所 有 す る契約 対象 物件 の保 守整備 を 乙に委託 して 、

常 に正 常 かつ 円滑 に稼働 す る よ う保 守す る こ とを 目的 とす る。

(契約保 証金 )

第 3条  乙 は、 この契約 に関す る一
切 の義務 を誠 実 に履行 す る こ とを保 証

す るた め、前記 の金 額 を契約保 証金 と して 、契約 金額 の 100分 の 10

以上 を現金 又 は国債 を もつて契約 締結 の際 、甲に納 めな けれ ばな らない。

記



但 し、 甲にお い て特 に一
部 又 は全 部 を免 除 させ る こ とが で き る。 (保守

整備 )

第 4条  乙 は、別 紙 「仕 様 書 」 に定 め る内容 に従 って保 守整備 を行 うもの

と し、 システ ム障害 の復 旧を行 うもの とす る。

2 乙 は、 甲 よ リシステ ム障害発 生 の通 知 を受 けた ときは、遅滞 な く技 術

員 を派遣 して、迅 速 にシステ ム障害部分 の復 旧に努 め る もの とす る。

3 乙 は、 ソフ トウェア のア ップデ ー トや 安全 面 の改 良 の必 要 が生 じた場

合 は、点検 時 に追加 作業 と して行 うもの とす る。

4 乙 は、保 守 作 業 実施 日につ い て予 め 甲に通知 の うえ、 了解 を得 る もの

とす る。

(本 契 約 外 保 守 整 備 業 務 )

第 5条  シ ステ ム障 害 の 原 因 が 次 の よ うな 乙 の 責 に 帰 す る こ と が で

き な い 事 由 に よ る 場 合 の 保 守 整 備 業 務 に つ い て は 、 本 契 約 の 対 象

外 と し、 そ の 都 度 甲 乙 協 議 の うえ 実 施 す る も の とす る。
一  火 災 、 風 水 害 、 地 震 、 落 雷 そ の 他 の 天 災 、 そ の 他 不 可 抗 力 に

よ る システ ム障害

二  乙 又 は 乙 の 委 嘱 した 者 以 外 の 者 に よ る 改 造 、 修 理 、 オ ー バ ー

ホ ー ル 又 は 設 置 場 所 の 変 更 に 起 因 す る システ ム障害

三  通 常 の 使 用 方 法 に よ ら な い た め に 生 じた システ ム障害

(検 査 )

第 6条  乙 は 作 業 完 了 後 、 作 業 完 了 報 告 書 を 記 入 の うえ 、 甲 又 は 甲

の 指 定 す る 検 査 員 の 検 査 を 受 け る も の と し、 甲 は そ の 結 果 不 完 全

で あ る と認 め た と き は 乙 に 指 示 し、 乙 は 甲 の 指 示 に 従 い 速 や か に

所 要 の 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

(契 約 金 額 の 支 払 方 法 )

第 7条  契 約金額は、頭書の金額 とする。契約金額の支払いは四半期払いとする。乙は、

下記の請求対象期間の満了後、請求を行 うものとする。

請求対象期間 請求金額

1 平成 23年 4月 ～6月 円 (うち消費税額等     円 )

2 平成 23年 7月 ～9月 円 (うち消費税額等     円 )

3 平成 23年 10月 ～12月 円 (うち消費税額等 円)

4 平成 24年 1月 ～3月 円 (うち消費税額等 円)

2 甲 は 、 前 項 に 定 め た 期 間 に 係 る検 査 完 了 後 、 適 法 な 支 払 請 求 書

を 受 理 した 日か ら、 30日 以 内 に 乙 に 支 払 う も の とす る。

3 甲 の 責 に 帰 す る 事 由 に よ り、 前 項 に 定 め る 代 金 の 支 払 い が 遅 れ

た 場 合 は 、 乙 は 甲 に 対 し、 年 3.1パ ー セ ン トの 割 合 で 算 出 した

遅 延 利 息 を 請 求 す る こ とが で き る。



(費 用 の 負 担 区 分 )

第 8条  保 守 整 備 を 実 施 す る た め に 要 す る 人 件 費 そ の 他 必 要 な 経 費

は 、 乙 の 負 担 とす る。 た だ し、 次 の も の 及 び 甲 が 乙 に お い て 負 担

す る こ と が 適 当 で な い と認 め る 場 合 は 、 甲 の 負 担 とす る 。
一  甲 の 重 大 な 過 失 又 は 故 意 に よ り発 生 した 障 害 の 復 旧 に 要 し

た 費 用

二  乙 以 外 の 者 に よ り成 され た 、 本 ハ ー ドウ ェ ア 又 は 本 ソ フ ト

ウ ェ ア の 改 造 又 は 修 理 等 に よ つ て 生 じた 障 害 の 復 旧 に 要 した

費 用

三  甲 が 乙 以 外 の 第 二 者 か ら購 入 した ノ フ トウ ェ ア を 使 用 す る

こ と に よ り生 じた 障 害 の 復 旧 に 要 した 費 用

四  本 シ ス テ ム に 接 続 され る 他 の 修 理 又 は 接 続 作 業 に 立 ち 会 う

こ と に よ り生 じた 費 用

五  甲 が要 求 し、 乙が受託 した 、本 ノフ トウェア の仕様 変 更 に要 した

費用

六  そ の他 、 乙の責 に よ らず 必要 とな った ソフ トウェア の代金 、及 び

そ の納入 に要 した費用

(損害賠償 )

第 9条  乙 の責 に帰す る事 由に よ り、 甲の財 産 等 に損 害 を与 えた ときは 、

甲は 乙に対 し、契約料 金 を上 限 と し損 害賠償 を請 求す る もの とす る。

(甲の契約解 除権 )

第 10条  甲 は 、 乙が次 の各 号 の一 に該 当す る もの と認 め られ た ときは、 こ

の契約 を解 除す る こ とが で き る。
一 正 当な理 由な く業務 を履 行 しない場合

二  甲 の承諾 を得 ず して この契約 に よ り生 じた権利 及 び義務 を第 二者 に

譲 渡 した とき

三  前 各 号 の ほか 、 この契約 条項 に違反 した とき

(違約金 )

第 11条  乙 は 、前 条 に よ りこの契約 を解 除 され た ときは、頭 書 の契約 金額

か ら履行 済 の金 額 を差 引い た額 の 100分 の 10に 相 当す る金額 を 甲の

指 定す る期 限 内 に納付 しな けれ ばな らない。

(乙の 中止権 )

第 12条  乙 の責 に帰 さない事 態 等 の発 生 に よって 、保 守整備 業務 の履行 が

阻害 され 、又 はそ の恐れ が あ る場 合 は 、 乙は一 時業務 の履 行 を中止 す る

こ とが で き る。 この場 合 、 乙は速 や か に 甲に連 絡 し、そ の指 示 を受 け る



もの とす る。

(秘密 の保 持 )

第 13条  甲 並 び に 乙は、 この契約 の履 行 に際 し、知 得 した相 手方 の秘密 を

第 二者 に漏 ら し、又 は利 用 して はな らない。

(乙の協 力義務 )

第 14条  乙 は、甲が この契約 の履行 に関 し、調 査 又 は報 告 を求 めた ときは、

これ に協力す る もの とす る。

(協議 事項 )

第 15条 保 守内容の詳細は別添の仕様書の記載内容 を優先す るが、この契約 に

定 めの ない事項 、そ の他 疑義 を生 じた事 項 につ い て は、そ の都 度 甲乙協

議 して決 定す る もの とす る。

この契約 の締 結 を証 す るた め、 この証 書 2通 を作成 し、双方 記名 捺 印 の

上 、各 自 1通 を保 有す る もの とす る。

平成 23年  月   日

委託者 (甲)大 分県別府市南荘園町 2組

分任 支 出負 担行 為 担 当官

国立障害者 リハ ビリテーシ ョンセンター

自立支援局別府重度障害者センター

庶務課長  鬼  塚  剛  博

請 負 者 (乙 )* * * * * * * * * *
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国立障害者 リハ ビリテーションセンター自立支援局

別府重度障害者センター
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目的

受付窓日

・問い合わせ対応時間

月曜 日から金曜日 (法定休 日及び年末年始を除く)
9時00分～12時00/13時00分～17時00分

・問い合わせ方法

電話、FAX、電子メール

利用者情報システムは、「利用者情報システム」町U用者届出システム」「給食管理

システム」の3つ で構成されてお り、別府重度障害者センターにおける業務の中枢を

担 うシステムとなっている。各システムの目的としては、次のとお りである。

「利用者情報システム」は、施設利用者の入所相談の内容及び入所から終了に至る

までの訓練による身体状況の変化や日々の看護状況 ・介護状況を記録するシステムで

ある。また、自立支援給付費請求(国保連へのデータ伝送)に必要なデータの作成機能

を備えており、毎月の請求業務の軽減を担つている。センター内での情報連携 と支援

業務の効率化を図ることを目的とする。

「利用者届出システム」は、施設利用者がセンターの生活で必要となる外泊届けや

欠食届けをパソコンで申請するシステムである。職員は、各申請の受理を行 うことで、

当日の外泊者の把握や食数の計算が行える。また、申請された届出情報は、自立支援

給付費請求の基データとしても活用されている。

「給食管理システム」は、施設利用者の日々の食事の献立を作成するシステムであ

り、作成 した献立より使用する食品の発注管理から在庫管理まで一元 して行える。

また、月間の献立を集計 して、簡単に栄養月報の作成が行える為、事務作業の軽減を

実現している。
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システム概要

1。1 利 用者情報システム

独 自開発の専用アプリケーションを使用 して閲覧 ・入力操作を行 う情報システム

となってお り、ユーザーID及 びパスワー ドを使用したアクセス制限機能を有して

いる。なお、主な機能については、下記のとお りとなつている。

(1)入 所相談/入 所判定

相談内容の記録等を電子化することにより、過去の記録の検索 ・閲覧が容易に行

える為、電話等の問い合わせに対 して、迅速な対応を可能としている。相談者の

基本情報は、後の入所判定会議資料や利用者台帳等に反映される為、同一事項を

二重二重に入力する必要がなく、事務作業の効率化を図つている。

(2)利 用者台帳/居 室管理

利用者台帳は、職員単位に関覧権限が設定が可能で許可された職員が、施設利用

者に関する情報の共有が可能となり、職員間での意思疎通を図ることができる。

居室管理は、居室変更等を容易に行 うことができる。また、利用者の在籍状況 (外

泊・安静)が一目で把握することができる為、在籍表として利用することができる。

(3)総 合判定/個 別支援

各部門が会議に必要な内容を入力することにより、資料の作成及び印刷が容易に

行える為、以前では支援課が行っていた資料の取 り纏め等の事務作業を軽減 して

いる。また、総合判定会議資料から個別支援計画書の作成及び印刷が行える為、

資料を二重に作成する必要がなく、事務作業の効率化を図っている。

(4)ケ ース記録

日々の相談対応や生活指導の記録を電子化することにより、ペーパーレスを実現

している。所内で回覧する場合など、状況に応 じて、帳票として印刷することも

可能である。

(5)詞‖練記録

日々の訓1練内容等の記録を定型的に行える為、事務作業を軽減することができ、

施設利用者へ提供するサービスの質を向上させている。出欠率の計算や訓1練項目

の集計等を行って、データとして出力できる為、統計資料の作成に活用すること

が可能となり、データの加工も容易に行 うことができる。

(6)看 護予定/看 護記録

日々の看護処置等の記録を定型的に行える為、事務作業を軽減することができ、

施設利用者へ提供するサービスの質を向上させている。蓄積 した看護記録から、

看護 日誌や看護年報に必要な項目の集計を行って、データとして出力できる為、

各種資料の作成を容易に行 うことができる。

(7)介護予定/介 護記録

日々の介護内容等の記録を定型的に行える為、事務作業を軽減することができ、

施設利用者へ提供するサービスの質を向上させている。蓄積 した介護記録から、

介護 日誌や介護年報に必要な項目の集計を行って、データとして出力できる為、

各種資料の作成を容易に行 うことができる。
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(8)申 し送 り

看護師や介護員が勤務交代を行 う際の申し送 りをシステム上で行 うことにより、

申し送 りの伝達漏れ等を防止することができるうえに、システム上で確認するこ

とにより、申し送 りに費やす時間を削減 している。看護 と介護の部門間において

も、システム上で申し送 りが行える為、部門間の意思疎通を図ることが可能 とな

り、施設利用者の状態に応 じた看護や介護を行 うことができる。

(9)年報作成支援

日々の看護記録や介護記録から年報作成に必要な項目の集計を行って、データと

して出力することによつて、集計作業等の手間を省くことができる。また、迅速

且つ正確に年報を作成することができる。

(10)各種データ出力

蓄積 した各種情報を様々な条件 (氏名や 日時等)で絞込んでデータとして出力する

ことによつて、各種統計資料等の作成に利用することができる。

(11)自立支援給付費請求

毎月の施設利用における市町村請求額及び利用者負担額の計算処理から請求書及

び提供実績記録票の作成までの請求業務を容易に行 うことができる為、事務作業

を軽減 している。また、国保連に伝送する為のデータの作成も容易に行える。

1`2 利 用者届出システム

Internet Explorerを使用して閲覧 ・入力操作を行 う情報システムとなってお り、

ユーザーID及 びパスワー ドを使用したアクセス制限機能を有している。なお、主

な機能については、下記のとお りとなっている。

(1)届 出申請/届 出管理

届出(外泊 ・欠食)の申請及び受理を電子化することにより、届出の用紙が必要な

くなる為、ペーパーレスを実現することが可能となり、届出の管理を容易に行 う

ことができると施設利用者自身が共有端末からシステムを利用できる為、届出の

申請及び承認状況の確認等をスムーズに行 うことができる。

1.3 給 食管理システム

パッケージ ・ソフ トを基盤 として、独自開発の専用アプリケーションを使用 して

閲覧 ,入力操作を行 う情報システムとなっている。なお、主な機能については、

下記のとおりとなっている。

(1)献立作成/栄 養管理

栄養面を考慮 した献立の作成が容易に行 うことができる為、施設利用者の健康面

に配慮 した食事提供を実現 している。また、施設利用者用と給食調理師用と2種

類の献立表を同時に作成することができる為、二重二重に献立表を作成する手間

を省くことができる。

(2)食品管理

当日の献立をもとに、必要な食品を自動的に検出して、発注書等を作成すること

が可能な為、事務作業を軽減することができるうえに、人為的な発注ミスや発注

漏れを防ぐことができる。
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システム構成図

秘 ―ネット

監務課
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職員 ・利

用者

利用者情報システムで

はクライアン ト専用 AP

をインス トールしてDB
へのアクセスを行 う

OS :WindowsXP SP3

利用ユーザ数 :約 50名
有等″町LAN

利用者届出システムで

はWebブ ラウザを使用

してクライアン トから
APへ のアクセスを行 う

OS :Windows XP SP2

Webブラウザ :InternetExplorer6.0

利用ユーザ数 :約 100名
構内 LAN

給食管理システムでは
クライアント専用 APを

インス トール してDBヘ

のアクセスを行 う

OS ;WindowsXP SP3

利用ユーザ数 :2名
構内 LAN
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システム概要

3.1 概 要

ネットワークシステムは、「共通ネットワーク」「職員ネットワーク」「職能訓練ネ

ットワーク」「電子入本L用ネットワーク」で構成されてお り、別府重度障害者セン

ターにおける中核のネットワークシステムとなっている。各ネットワークの目的

としては、次のとお りである。

3.2 共 通ネットワーク

「共通ネットワーク」は、NTTフ レッツ光 (プロバイダ :OCN)と の接続拠点でル

ータ、ファイアウォールを介 し、DMZには Web o Mailサーバーを設置。内部セグメ

ン トはレイヤ 3ス イッチで 「職員ネ ットワーク」と 「職能訓練ネットワーク」へ

分離 している。相互のネ ットワークはセキュジティを保つため完全分離 している

が唯一 「職能訓練ネットワーク」んヽら 「職員ネットワーク」上に設置の 「利用者

届出システム」の利用を許可している。

なお、ファイアウォールには、Webサイ トのアクセスログ情報を取得可能となるよ

うに設定をしてお り、また、有害サイ トをブロックするためにコンテンツフィル

タと不正アクセス ・不正侵入をリアルタイムに検知 ・防御できるように設定、一

部利用可能なポー トを制限し、常時監視 している。

3.3 職 員ネットワーク

職員のパノコンにて、「インターネット・メール」と 「利用者情報システム」・「利

用者届出システム」。「センター情報局」を利用。また、館内で一部構内光ケーブ

ルを利用しネットワークを延長している。

職能訓1練ネットワーク

職能訓練室にあるパソニンにて 「インターネ ット」と 「利用者届出システム」。「セ

ンター情報局」を利用。また、訓棟にて外部インターネットと接続が必要な各種

アプリケーションを利用する場合は、利用可能なポー トを制限 しているため、フ

ァイアウォールの設定を随時変更している。

電子入札ネットワーク

職員ネットワークを利用 し、ファイアウォールで電子入札をする事が可能なパソ

コンを限定している。

※電子入札ネットワークは保守対象外であり、本保守ではファイアウォールでの

必要なPort通過設定のみ対象

3.4
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5機 器構成一覧表

No. 部署 機 種 O S システム導入
ウイルス
文ユぉ`′

offic

1 市長 HP dc7900USDT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1

2

庶務課

課長 HP dc7900USDT W n XP SP2 利用者情報 利用者層出 1

煮務

HP dc7900USDT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1

HP dc7900USDT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1

5 HP dc7900USDT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1

会計

4P dc7900uSDT W n_XP SP2 利用者情報 利用者届出 1

HP dc7900USDT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1

HP dc7900USDT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1

〕OMPAQ Evo/‐ ―卜 N1020v W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1

tP dc5800SF W n XP SP2 利用者届出

1
俗食

IP dc7900USDT W n XP SP2 利用者届出 給食管理 1 1

lP dc7900USDT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 給食管理 1 1

共有端末 lP NX9000 WindowsXP 利用者届出 1 1

医務課

課長 (薬局) tEC PC9821-Xa16 Windows98 利用者情報 利用者届出

課長 (医局) lP dc7900USDT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

険査室 lP dc7900USDT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

診療室

lP dc7900USDT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

lP dc7900USDT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

lP dc7900USDT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

20 lP dc7900USDT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

「アステーシヨン

lP dc7900USDT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

lP dc7900USDT W n_XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

lP dc7900USDT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

lP dc7900USDT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

lP dc7800 US/CT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

lP dc7800 US/CT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

lP dc7800 US/CT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

lP dc7800 US/CT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

物療訓練 lP dc7800 US/CT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

30

PT(理 学療法)

lP dc7900USDT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

lP dc7900USDT W n_XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

lP dc7900USDT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

lP dc7900USDT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

OT(作 業療法)

lP dc7900USDT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

lP dc7900USDT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

lP dc7900USDT W rl XP SP2 利用者情報 利用者属出 1 1

lP dc7900USDT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

lP dc5700SF W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

SP(運 動療法) lP dc7900USDT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

40

支援課

課長 lP dc7900USDT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

lP dc7900USDT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

lP dc7900USDT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

lP dc7900USDT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

lP dc7900USDT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

lP dc7900USDT W rl XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

機能訓練 vo Desktop DC7100 MT W n XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

lP dc7100US W n_XP SP2 利用者届出 1 1

lP dc7100uS W n XP SP2 利用者届出 1 1

lP dc7100US W rl XP SP2 利用者情報 利用者届出 1 1

郭刷端末 lP dc7100US W n XP SP2 利用者届出 1 1

調理師端末 lP dc7100US W n XP SP2 利用者層出 1 1

員
有

職
共

住宅改造相談室 lP dc7100US W rl XP SP2 利用者届出 1 1

体育館 lP dc7100US W n XP SP2 利用者届出 1 1

スタッフルーム lP dc7100US W n XP SP2 利用者届出 1 1

サーバー室 lP dc7100US W n XP SP2 利用者届出 1 1



システム導入

PIXUS 5601

PIXUS iX5000

PIXUS 990i

ネットワーク
機材

Express5800/120Rf-l N8100-1056

Smart―UPS750 RM N8142-22

SorlicWALL TZ170

マイクロ旅念宅挙五汗ヨ屯PjF MR-OPT65

|lied Telesis CentreCOM 8724SL

|lied Telesis CerltreCOM FS724L

|lied Telesis CentreCOM FS708XL

フシ
ヾ
クラ FN1 050

フシ
｀
クラ FN1 050

lied Telesis CentreCOM FS716X」

lied Telesis CentreCOM FS708XL

lied Telesis CentreCOM FS708XL

A1lied Tetesis CentreCOM FS703XL

llied Telesis Centre00M FS708XL

llied Telesis CentreCOM FS708XL

llied Telesis Centre00M FS716XJ

llied Telesis Centre00M FS708XL

llied Telesis Centre00M FS716X」

llied Telesis CentreCOM FS716X」

lied Telesis Centre00M FS716TX

lied Telesis C6ntre00M FS716TX

ッ トワークで

【職能訓練ネットワーク】
Server

Win2K SP4


